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税務課税務課税務課税務課からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度（（（（６６６６月月月月からからからから））））個人住民税額個人住民税額個人住民税額個人住民税額がががが上上上上がりますがりますがりますがります    

 平成１９年から、地方分権を進めるため、国税（所得税）から地方税（個人住民

税）へ税金が移し替えられます。これを「税源移譲」といいます。この税源移譲に

より、所得税、個人住民税の納税額が変わります。（個人住民税は、個人府民税と個

人市民税を合わせたものです） 

 

 

 

 

 

 

 

※税源移譲とは別に、定率減税廃止の分、税負担が増えます。 

平成１１年度に景気対策の特例措置として導入された｢定率減税｣が、今年度から

廃止となり、その分の負担が増えることになります。（住民税では、給与収入５００

万円で年額５，７００円増、給与収入７００万円で年額１４，７００円増となります） 

●平成１９年度市･府民税から適用される主な改正内容 

・市･府民税所得割の税率を１０％（府民税４％、市民税６％）の比例税率に変更します。 

課 税 所 得  税 率 税 率 

２００万円以下の金額   ５％ 

７００万円以下の金額  １０％ 

改
 
正
 
前
 

７００万円超の金額  １３％ 

 
 

改
 
正
 
後
 

一律１０％ 

・納税義務者の負担が変わらないよう、市･府民税において、所得税と市･府民税の

人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置を実施します。 

・定率減税（市･府民税所得割額の７．５％で、限度額が２万円）を廃止します。 

・年齢６５歳以上の方のうち、前年の合計所得金額が１２５万円以下の方に対する

非課税措置を平成１８年度分の市･府民税から段階的に廃止します。（平成１７年

１月１日現在において６５歳以上の方で、前年の合計所得が１２５万円以下の方

に係る市･府民税（均等割および所得割）を、平成１９年度分は３分の１を減額し､

平成２０年度から全額課税します） 

農業所得農業所得農業所得農業所得のののの申告申告申告申告はははは収支計算収支計算収支計算収支計算ですですですです    『収支に関わる書類の保管を！！』    

 農業所得の申告は、実際の収入金額から必要経費を差し引く収支計算による申告

です。農業所得のある方は、平成１９年に収穫する農産物の収入のわかる書類（出

荷伝票など）や必要経費のわかる書類（領収書など）を整理のうえ大切に保管し、

来年（平成２０年２月～３月）の申告に備えましょう。 

◎収支計算の算式  総収入金額 － 必要経費 ＝ 所得金額 

 

◇問合せ先 税務課 市民税係 TEL ６８－０００４ 

各支所 地域総務課 税政係  

TEL 園部 ６８－００１０  八木 ６８－００２１ 

日吉 ６８－００３１  美山 ６８－００４０ 

京都府 TEL（075）４１４－４４３１ 

市税市税市税市税などのなどのなどのなどの納付納付納付納付はははは納期限内納期限内納期限内納期限内にににに！！！！    

 

市税などは、定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっていま

す。納期限までに完納されない場合は督促手数料、延滞金が加算され、余分にご負

担いただくことになるため、納期内納付をお願いします。 

なお、軽自動車税についてはすでに納期限を過ぎています。未納の方には督促状

を送付していますので、至急金融機関窓口などで納付してください。 

●平成１９年度 納期限一覧表 

期別 軽自動車税 

市府民税（普通徴収）  

固定資産税・都市計画税、国民健康保険税 

介護保険料 

（普通徴収） 

全期 ５月１日（火）    ― 

第１期      ７月 ２ 日（月） 

第２期      ７月３１日（火） 

第３期      ８月３１日（金） 

第４期    １０月 １ 日（月） 

第５期    １０月３１日（水） 

第６期    １１月３０日（金） 

第７期      １２月２８日（金） 

平成２０年 

１月４日（金） 

第８期   平成２０年１月３１日（木） 

第９期   平成２０年２月２９日（金） 

第１０期 

 

  平成２０年３月３１日（月） 

※口座振替納付をご利用いただいている方については、上記納期限日に振り替え

します。なお、納期限日に振り替えできなかった市府民税（普通徴収）、固定資

産税・都市計画税および国民健康保険税については、翌月の１３日に再振り替

えをします。（金融機関休業日のときは翌営業日となります） 

●督促手数料および延滞金について 

 納期限までに完納されない場合は、督促状を発送することになり、督促状１通に

つき手数料１００円が掛かります。また、納期限の翌日から納付の日までの期間の

日数に応じ、未納の税額に年１４．６％（納期限の翌日からひと月を経過する日ま

での期間については年７．３％）の延滞金が加算され、未納の税額とあわせて納付

いただくことになります。 

●滞納処分について 

 督促状を発送した日から起算して１０日を経過した日までに完納されないとき

は、財産差押等滞納処分を受けることになりますのでご注意ください。 

＜市税などの納付には、便利な口座振替をご利用ください＞ 

口座振替の申し込み手続きは、各支所または市内各取扱金融機関に備え付けの市

税等口座振替申込書に記入いただき、[①預貯金通帳、②通帳の届出印、③市税等の

納付書]を持参の上、取扱金融機関で手続きしてください。なお、登録手続きに時間

を要するため、振り替えの開始を希望される期別の前月末までにお申し込みくださ

い。申し込みが遅れますと、振り替えできない場合がありますのでご注意ください。 

●取扱金融機関等 ・京都銀行     ・京都信用金庫  ・京都中央信用金庫 

  ・京都農業協同組合 ・りそな銀行   ・郵便局 

※軽自動車税を除く市税等については、口座振替納付済通知書は発行しませんので、

ご面倒ですが預金通帳でご確認ください。 

 

◇問合せ先 【市 税 各 種】税務課 収納係   TEL ６８－０００４ 

      【国民健康保険税】市民課 国保医療係 TEL ６８－０００５ 

      【介 護 保 険 料】健康課 介護保険係 TEL ６８－０００６ 

地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止についてのについてのについてのについての研修会研修会研修会研修会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 家庭ごみの減量化をテーマに、足元から進める地球温暖化防止についての研修会

を下記のとおり開催します。お誘い合わせの上、ご参加ください。 

●日  時 ７月１５日（日）午後２時～４時（予定） 

●場  所 南丹市国際交流会館（南丹市園部町小桜町）  ●参加料 無料 
●内  容 家庭ごみの減量化から進める地球温暖化対策 
●講  師 京都大学名誉教授 高月 紘（現在 石川県立大学教授） 
●定  員 １２０人（定員に達し次第締め切りとなります） 
●申込方法 ７月１１日（水）〔当日消印有効〕までに、郵送またはＦＡＸで、住所、

氏名、電話番号を明記の上、下記へお申し込みください。 
 

◇申込・問合せ先 京都府南丹保健所 環境衛生室 環境担当 

〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21番地 

TEL（0771）６２－４７５５ FAX（0771）６２－０４５１ 

 

市道内環状線市道内環状線市道内環状線市道内環状線がががが開通開通開通開通しますしますしますします    

    

    平成９年から南丹都市計画街路事業として整備を進めてきました、都市計画道路

内環状線（第１工区）が工事完了し、このたび供用を開始することとなりました。 

ご通行の際は、交通ルールを守り安全運転でお願いします。※入り口に駐車して

供用開始を待つ行為は、周辺の方のご迷惑になるのでおやめください。 

●供用開始日時 ６月２７日（水）午後３時から 

●供用開始区画 南丹市園部町美園町（国道９号本町交差点）～小桜町（南丹市役所前） 

●供用開始延長 ４４５ｍ 

 

◇問合せ先 都市計画課 TEL ６８－００５２ 

八木支所各問合せ先は、各課・係への直通番号を案内しており、八木町内から電話をかける場合は、市外局番「０７７１」をダイヤルの上、おかけください。なお、八木町

内から八木支所「TEL４２４２４２４２－－－－２３００２３００２３００２３００」に電話をしていただければ、本庁・支所の必要な部署へ転送をしますので、市内通話料金でお問い合わせいただくことができます。 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 


